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個人情報の保護に関する法律の改正等に伴う神奈川県後期高齢者医療広域連合

個人情報保護条例の改正等について（答申） 

 

 令和４年６月２３日に諮問のあった表題の件について、神奈川県後期高齢者医療広

域連合個人情報保護条例第５５条第１項の規定に基づき、別紙のとおり答申します。 

  



個人情報の保護に関する法律の改正等に伴う神奈川県後期高齢者医療広域

連合個人情報保護条例の改正等について 

 

１ はじめに 

（１）神奈川県後期高齢者医療広域連合の個人情報保護制度について 

 本広域連合は平成 19年の組織発足時に、個人の権利利益の保護を目的としてす

でに先進的な規定を置いていた地方自治体を参考に、神奈川県後期高齢者医療広域

連合個人情報保護条例を制定した。 

 以後同条例を運用するにあたり、5名の学識経験者で構成される神奈川県後期高

齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会（以後「当審査会」という。）に

対し個人情報の取り扱いや制度の改善について積極的に諮問がなされ審議されてき

た。その過程で施策の見直しや注意事項が 指摘され、個人情報に関する施策の質の

向上が図られてきた。 

 

（２）令和 3年個人情報保護法改正について 

 令和 3年 5月 19 日に、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関す

る法律（令和 3年法律第 37 号。以下「デジタル社会形成整備法」という。）が公布

された。同法では従来自治体ごとに制定していた規律を個人情報保護法に一体的に

規定し、これを個人情報保護委員会が一元的に解釈・運用することとなった。 

これを受け、当審査会は神奈川県後期高齢者医療広域連合長より個人情報保護条

例等の整備につき諮問を受け、令和４年６月２３日から４回にわたり審議を行い、

改正内容につき検討を進めた。 

  



２ 対応 

（凡例） 

項目  

【広域連合の方針】 

  広域連合の対応方法、方向性として当審査会に示した内容 

【答申】 

  当審査会の意見 

 

項目 （１）開示請求等について 

【広域連合の方針】 

・手数料は実費のみ求める。 

・処理期限は改正法どおり、原則３０日・延長３０日とする。（現行は、原則１５

日・例外６０日（延長４５日相当）） 

・他の手続の追加規定については、基本的に改正法どおりとする。 

【答申】 

・手数料を実費のみとすることは住民にとって好ましい。 

・原則の期間が１５日から３０日となることは、現行より利用者にとって不利とな

る。しかし、広域連合では開示請求のほとんどについて医療機関に照会を必要と

し、１５日以内の決定は実質的に難しく、また長期も４５日以上かかることが少な

くないことから、「広域連合の方針」の内容でやむを得ない。 

・他の手続の追加規定の細かい部分については事務局に任せる。 

 

項目 （２）個人情報ファイル及び個人情報登録簿について 

【広域連合の方針】 

・個人情報ファイルは改正法どおりに作成・公表する。 

・個人情報ファイル簿とは別の個人情報の保有の状況に関する事項を記載した帳

簿を個人情報登録簿として条例に位置付ける。ただし公表はしない。 

【答申】 

・現行では個人情報ファイルを公開していないため、改正後は公開すること。 

・個人情報登録簿について、広域連合は取り扱う情報が一般の自治体に比べ一部

の内容に限定されているため、公表についての要請は相対的に低い。とはいえ、

公表することは住民にとって利益となるため、事務負担や情報の見やすさについ

て工夫した上で、個人情報ファイルとともに何らかの方法で公開すべきである。 

 

  



項目 （３）要配慮個人情報について 

【広域連合の方針】 

 ・特に定めない。 

【答申】 

 ・要配慮個人情報とするまでもなく、個人情報はそれぞれの法令の定めに従っ

て適切な取り扱いをするべきである。いっぽう、差別や偏見の事実があるとき

に、要配慮個人情報と定めることでそれらへの配慮をすべきことを明示する効果

も考えうる。広域連合独自の事情、社会状況の変化等をふまえ、当審査会への諮

問も活用しつつ、柔軟に対応して行くこと。 

 

項目 （４）目的外利用及び外部提供について 

【広域連合の方針】 

・改正法６９条１～４号については法に従う。現行条例と、公にされた情報（現

行条例第１０条第１項第３号）について差異が生じるが、改正法に合わせる。 

・改正法では個々の可否を当審査会に諮問することができないため、公正な処理

のための基準の作成及びその解釈について諮ることができることとすることによ

り、義務ではないが諮問することができるようにしたい。 

【答申】 

・２・３号は「相当な理由」、４号は「特別な理由」となっている点は運用上注意す

ること。 

・基準の作成に当たっては、広域連合が保有する情報の性格を考慮し、基本的な考

え方を明らかにすること。審査会へ柔軟に諮問ができるようにすることは妥当であ

る。なお当審査会への諮問については（６）も参照。 

 

項目 （５）行政機関等匿名加工情報について 

【広域連合の方針】 

・当面、行政機関等匿名加工情報を提供する予定は無い。 

【答申】 

・神奈川広域連合は住民数の点で小さな県や政令市よりも多く、また扱う情報も医

療情報であり、ビッグデータとして利用価値が高いということを意識しておくこ

と。 

 

  



項目 （６）審査会のあり方について 

【広域連合の方針】 

・現行条例では、第１０条第３項等で審査会への諮問を義務づけており、実態上

も任意規定による照会その他広範な内容について諮っている。改正法のガイドラ

インにおいては個人情報の提供を始め個々の案件の可否について諮問を要件とす

る規定を置いてはならないとされているが、任意規定による照会については一切

規定を設けていないことなどから、改正法第１２９条を基に、審査会の運営につ

いて定める条例（個人情報審査会条例（仮））で審査会への諮問の定めを置き、

基準の作成及びその解釈について諮ることができることとする。 

【答申】 

・改正法第１２９条では、改正法第３章第３節の施策を講ずる場合その他の場合

において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を

聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会に諮問ができることとされて

いる。改正個人情報保護法施行後においては、個人情報保護委員会による地方公

共団体の監視も始まるところではあるが、これまでの広域連合の施策との継続性

を確保し、個人の権利利益を保護しつつ広域連合の施策を実施していくにあた

り、当審査会は引き続き重要な役割を果たすものと考える。そのため、広域連合

として、専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認める場合に

は、確実に当審査会の意見を聴くことができるよう、条例で適切に規定を置くこ

とが適当である。 

 

項目 （７）死者の情報について 

【広域連合の方針】 

・個人情報保護委員会が作成した事務対応ガイドによると、死者に関する情報を

条例で「個人情報」に含めることはできないが、死者の情報についての管理や提

供に係る定めは必要になると思われるため、別に条例又は要綱・要領等の内部規

定で定める。 

【答申】 

・広域連合にされる開示請求は現状、相当数が本人が死亡しているケースである。

このような中で、広域連合の個人情報保護条例で死者の情報について定めを置くこ

とは十分合理性がある。死者の情報を個人情報に含めるのでなければ、個人情報保

護条例の中に死者の情報についての規定を置くことは可能であり、そうすることで

別の条例を置く必要は無くなる。 

 

  



３ その他 

改正条例の名称について、改正条例には改正法の施行に必要な事項だけではな

く、神奈川県後期高齢者医療広域連合独自の施策についても定めることから、名

称は個人情報保護法施行条例とするべきではない。 

 

 

４ おわりに 

 デジタル社会形成整備法により、個人情報保護制度について全国的な共通ルール

を規定する方針が示された。団体ごとの規定・運用の相違はデータ流通の支障とな

りうるとされる。しかし、改正法第１条にもあるとおり、個人情報保護制度とは

「個人情報の有用性に配慮しつつ」、「個人の権利利益を保護すること」が目的であ

る。「行政機関等・・の特性に応じて遵守すべき義務を定める」ともある。後期高

齢者医療広域連合は取り扱う情報の大半が７５歳以上の医療情報であり、また神奈

川県は広域連合の中で東京に次ぐ規模を有するという特性を持つ。それらの特性を

自覚し、改正後もこれまで実施してきた個人情報保護制度の水準が後退することの

無いよう、自立的・主体的に個人情報保護に努めることを期待する。 


